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国立大学法人和歌山大学教職員再雇用規程 

制  定 平成１８年 ３月１７日 

法人和歌山大学規程第 ４７９ 号 
最終改正 令和 ７年 ３月 ６日 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人和歌山大学教職員就業規則（以下｢就業規則｣という。）第

１条第４項に規定する再雇用教職員の就業に関し、必要な事項を定める。 

２ この規程に定めるもののほか、再雇用教職員の就業に関する事項については、労働基準

法（昭和２２年法律第４９号。以下｢労基法｣という。）、その他の関係法令及び諸規程の定

めるところによる。 

（定義） 

第２条 再雇用教職員の種類は、一般再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員とし、

その定義は以下の各号の定めるところによる。 

 （１）一般再雇用教職員 法人和歌山大学規程第２６９３号附則第２項の規定の適用を受

ける者のうち、定年退職後又は定年前再雇用短時間勤務教職員の任期満了後に引き続いて、

第１４条第１項第１号に定める定時勤務教職員又は同第２項に定める短時間勤務教職員と

して雇用される者 

 （２）定年前再雇用短時間勤務教職員 法人和歌山大学規程第２６９３号附則第２項の規

定の適用を受ける者のうち、満６０歳に達した日以後における最初の４月１日以後定年前

に退職し、引き続いて第１４条第１項第２号に定める短時間勤務教職員として雇用される

者 

（遵守遂行） 

第３条 国立大学法人和歌山大学及び再雇用教職員は、それぞれの立場でこの規程を誠実に

遵守し、その実行に努めなければならない。 

（再雇用） 

第４条 再雇用は、教職員の意向により行うものとする。 

２ 一般再雇用教職員の任期の末日は、再雇用の日以後における最初の３月３１日までとし、

定年前再雇用短時間勤務教職員の任期の末日は、就業規則第３４条及び法人和歌山大学規

程第２６９３号附則第２項に定める定年に達した日以後における最初の３月３１日までと

する。 

３ 再雇用教職員には、試用期間を設けないものとする。 

４ 再雇用及び次条の規定による任期の更新をする場合には、労働条件を明らかにした労働

条件通知書を交付するものとする。 

（任期の更新） 

第５条 一般再雇用教職員の任期は、１年を超えない範囲内で更新することができる。 

（同意） 

第６条 前２条の規定により、再雇用又は再雇用の任期の更新（以下｢再雇用等」という｡）

をする場合にはあらかじめ教職員の同意を得なければならない。 

２ 前項の同意は、原則として書面をもって行うものとするが、再雇用等前の適切な時期に

行う意向調査等、何らかの形で教職員が、再雇用等を希望する旨を確認することができる

場合は、同意の書面に代えることができる。 
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（任期の末日） 

第７条 第５条の任期の更新については、一般再雇用教職員の年齢が６５歳に達する日以後

における最初の３月３１日を超える更新はしない。 

（退職） 

第８条 再雇用教職員が次の各号の一に該当した場合には退職とする。 

（１） 任期が満了した場合 

（２） 次条の規定による退職の承認を得た場合 

（３） 死亡した場合 

（自己都合による退職） 

第９条 再雇用教職員は、任期中自己の都合により退職しようとするときは、原則として退

職を希望する日の３０日前までに学長に文書をもって願い出なければならない。なお、３

０日前までに提出できない場合であっても１４日前までに提出しなければならない。 

（当然解雇） 

第１０条 再雇用教職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、解雇する。 

（その他の解雇） 

第１１条 再雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。 

（１） 勤務成績が著しく良くない場合 

（２） 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３） 業務上やむを得ない都合による場合 

（解雇予告） 

第１２条 前条の規定により再雇用教職員を解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告す

るか、又は労基法第１２条に規定する平均賃金の３０日分を支払うものとする。ただし、

予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。 

（退職証明書） 

第１３条 学長は、退職又は解雇された者（解雇の予告を受けた者を含む。）が、退職証明書

の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。 

２ 退職証明書の記載事項等については、教職員の例に準じて取り扱う。 

（勤務時間） 

第１４条 再雇用教職員の勤務時間は、次の各号に定める範囲内とする。 

（１） 定時勤務教職員の勤務時間は、国立大学法人和歌山大学教職員勤務時間及び休暇

規程（以下「教職員勤務時間等規程」という。）第３条及び第４条を準用する。 

（２） 短時間勤務教職員の勤務時間は、１日につき７時間４５分、１週間につき１５時

間３０分から３１時間の範囲内で再雇用等時に雇用通知書により各人に明示するも

のとする。 

２ 再雇用教職員は、休憩時間を自由に利用することができる。 

３ 業務上の必要がある場合は、第１項の規定にかかわらず、１日の勤務時間が１日７時間

４５分を超えない範囲で、また、休憩時間が所定の時間を下回らない範囲で、始業、終業

及び休憩の時刻を変更することがある。 

（通常の勤務場所以外での勤務） 

第１５条 通常の勤務場所以外での勤務については、教職員勤務時間等規程第６条の規定を

準用する。 
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（時間外・深夜・休日勤務） 

第１６条 時間外、深夜及び休日勤務については、労働基準法第３６条の規定に基づく労使

協定が締結された場合において、教職員勤務時間等規程第７条を準用する。 

（非常災害時の勤務） 

第１７条 災害その他の避けることのできない事由によって勤務の必要がある場合は、教職

員勤務時間等規程第８条の規定を準用する。 

（休日） 

第１８条 休日は、教職員勤務時間等規程第９条を準用する。 

（休日の振替、代休） 

第１９条 前条に規定する休日に勤務することを命じた場合の振替及び代休については、国

立大学法人和歌山大学教職員勤務時間及び休暇等細則第３条及び第４条の規定を準用する。 

（休暇） 

第２０条 再雇用教職員の有給休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び代替休暇とし、

取扱いについては、教職員勤務時間等規程第１５条から第２１条の２までの規定を準用す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、短時間勤務教職員の一の年（１月１日から１２月３１日まで

の一暦年）における年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、１

週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である短時間勤務教職員にあ

っては別表第１の下欄に掲げる１週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、上記

以外の短時間勤務教職員にあっては別表第２の下欄に掲げる１週間当たりの勤務時間の区

分ごとに定める日数とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、短時間勤務教職員に対する年次有給休暇の付与単位は、１

日とする。 

（育児休業、育児短時間勤務又は育児時間） 

第２１条 再雇用教職員は、学長に申し出て育児休業、育児短時間勤務又は育児時間を取得

することができる。 

２ 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の対象者、期間及び手続等の必要事項について

は、国立大学法人和歌山大学教職員育児休業等細則による。 

（介護休業又は介護時間） 

第２２条 再雇用教職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、学長に申し出て

介護休業又は介護時間を取得することができる。 

２ 介護休業又は介護時間の対象者、期間及び手続等の必要事項については、国立大学法人

和歌山大学教職員介護休業等細則による。 

（自己啓発等休業） 

第２２条の２ 再雇用教職員は、自己啓発等休業をすることができない。 

（配偶者同行休業） 

第２２条の３ 再雇用教職員は、配偶者同行休業をすることができない。 

（給与の種類） 

第２３条 再雇用教職員の給与は、俸給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分に

より支給する。ただし、第２号中超過勤務手当及び休日手当については、第１６条の労使

協定が締結された場合とする。 
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（１） 俸給には、俸給の調整額及び教職調整額を含む。 

（２） 諸手当は、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、教員特殊業務手当、教

育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、超過勤務手当、休

日手当、義務教育等教員特別手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

（給与の支払・支給） 

第２４条 再雇用教職員に対する給与の支払及び支給に関しては、国立大学法人和歌山大学

教職員給与規程（以下「給与規程」という｡）に定める教職員の例によるものとする。 

（俸給月額の決定） 

第２５条 定時勤務教職員の俸給月額は、その者の教職員の区分及び職種の別に応じ適用さ

れる俸給表並びにその者の職務内容に応じ定める職務の級に対応する別表第３に掲げる額

とする。 

２ 短時間勤務教職員の俸給月額は、前項の規定の例による俸給月額に、その者の１週間当

たりの勤務時間を定時勤務教職員の１週間当たりの勤務時間である３８時間４５分で除し

て得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額とする。 

（昇給） 

第２６条 再雇用教職員は、昇給しない｡ 

（定時勤務教職員の諸手当） 

第２７条 定時勤務教職員に対する諸手当の支給に関しては、次の各号に掲げる場合を除き、

給与規程に定める教職員の例によるものとする。 

（１） 義務教育等教員特別手当の月額は、その者に適用される俸給表、その者の属する

職務の級に対応する別表第４に掲げる額とする。 

（２） 期末手当基礎額は、第２３条第１項に規定する俸給の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額とし、支給割合は、１００分の７０とする｡ 

（３） 勤勉手当基礎額は、第２３条第１号に規定する俸給の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額とし、成績率は、１００分の４８を標準とする｡ 

（短時間勤務教職員の諸手当） 

第２８条 短時間勤務教職員に対する諸手当の支給に関しては、次の各号に掲げる場合を除

き、給与規程に定める教職員の例によるものとする。 

（１） 俸給の調整額は、給与規程第１３条の規定による額に、その者の１週間当たりの

勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（２） 通勤のため交通用具等を使用する短時間勤務教職員のうち、年間を通じて通勤に

要することとなる回数を１２で除して得た数が、１０回に満たない短時間勤務教職

員に対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に１００分の５０を

乗じて得た額を減じた額とする。 

（３） 単身赴任手当の月額は、給与規程第２２条の規定による額に、その者の１週間当

たりの勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（４） 超過勤務手当の支給割合は、正規の勤務時間が割り振られた日（休日給が支給さ

れる日を除く。）における正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間
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とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまで

の勤務にあっては、それが個別契約の時間を超えていた場合であっても、１００分

の１００（深夜の場合は１００分の１２５）とする。  

（５） 義務教育等教員特別手当の月額は、前条第１号の規定の例による額に、その者の

１週間当たりの勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た額とし、そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。  

（６） 期末手当基礎額は、第２５条第２項に規定する俸給月額、第１号に規定する俸給

の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、支給

割合は前条第２号を準用する｡ 

（７） 勤勉手当基礎額は、第２５条第２項に規定する俸給月額、第１号に規定する俸給

の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、成績

率は前条第３号を準用する｡ 

（端数の処理） 

第２９条 この規程により計算した確定金額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

（退職手当の不支給） 

第３０条 再雇用教職員には、退職手当を支給しない。 

（就業規則の準用） 

第３１条 この規程に定めのない事項は、就業規則を準用する。 

附 則 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 次の表の左欄に掲げる期間における第７条の規定の適用については、同条中「６５年」

とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 ６２年 
平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日 ６３年 
平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日 ６４年 

３ 当分の間、第２５条の規定に関わらず、各俸給表の職務の内容に応じ定める級について

は、退職前に適用されていた俸給表に応じて、次の表に掲げる級とする。 
俸給表等 職務の級 

一般職俸給表

（一） 
極めて困難な業務 ４級 

一般職俸給表

（一） 

特に困難な業務 ３級 
困難業務 ２級 
一般業務 １級 

一般職俸給表（二） ２級 
教育職俸給表（一） １級 
教育職俸給表（二） １級 
教育職俸給表（三） １級 
医療職俸給表（一） ２級 
医療職俸給表（二） １級 
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附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７５８号） 
この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第９１５号） 
この改正規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年６月１２日一部改正：法人和歌山大学規程第９３２号） 
この改正規程は、平成２１年６月１２日から施行し、平成２１年６月１日から適用する。 

附 則（平成２１年１１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第９７７号） 
この改正規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第９９７号） 
この改正規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１１月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第１１５７号） 
この改正規程は、平成２２年１２月１日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人和歌山

大学教職員再雇用規程第２７条第３号及び第２８条第６号の規定の平成２２年１２月におけ

る適用については、第２７条第３号中「１００分の３２．５」とあるのは「１００分の３０」

と、第２８条第６号中「１００分の３２．５」とあるのは「１００分の３０」とする。 
附 則（平成２４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１３２１号） 

この改正規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則（平成２６年１１月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１５７２号） 

この改正規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 
附 則（平成２７年２月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第１６０１号） 

１ この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ 平成２７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受

ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないことと

なるものには、平成３０年３月３１日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸

給として支給する。 
３ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員（前項に規定する教職員を除く。）に

ついて、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、

当該教職員には、同項の規定に準じて、俸給を支給する。 
４ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考

慮して前二項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、

当該教職員には、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。 
附 則（平成２８年２月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第１７４４号） 

この改正規程は、平成２８年３月１日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
附 則（平成２８年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１８３０号） 

この改正規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則（平成２９年１月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第１８７８号） 

この改正規程は、平成２９年１月２７日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 
附 則（平成２９年３月８日一部改正：法人和歌山大学規程第１９４８号） 

この改正規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則（平成３０年１月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第２０２５号） 

この改正規程は、平成３０年１月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
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附 則（平成３０年１月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第２０２６号） 
この改正規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第２１０６号） 
この改正規程は、平成３１年１月３０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（平成３１年１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第２１０７号） 
この改正規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月２０日一部改正：法人和歌山大学規程第２２１１号） 

この改正規程は、令和元年１１月２０日から施行する。 

附 則（令和３年６月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第２３６２号） 

この改正規程は、令和３年６月２８日から施行する。 

附 則（令和３年１１月１７日一部改正：法人和歌山大学規程第２３７９号） 

この改正規程は、令和３年１１月１７日から施行する。 

附 則（令和４年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第２４２７号） 

１ この改正規程は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２７条第２号の改正及

び附則第２項については、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

案（第２０８回国会）」が成立し、施行される日から施行する。 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の教職員再雇用規程第２７条第２号

の規定にかかわらず、同号の規定により算定される期末手当の額（以下この項において

「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に、７２．５分の

１０を乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。この

場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

  附 則（令和４年１１月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２４８６号） 

この改正規程は、令和４年１１月２５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則（令和４年１１月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２４８７号） 

この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和５年１２月８日一部改正：法人和歌山大学規程第２６９０号） 

この改正規程は、令和５年１２月８日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

  附 則（令和６年３月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第２７１５号） 

この改正規程は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則（令和７年３月６日一部改正：法人和歌山大学規程第２７９７号） 

この改正規程は、令和７年３月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  附 則（令和７年３月６日一部改正：法人和歌山大学規程第２８０２号） 

この改正規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２０条関係） 

在職期間 
１月に達

するまで

の期間 

１月を超

え２月に

達するま

での期間 

２月を超

え３月に

達するま

での期間 

３月を超

え４月に

達するま

での期間 

４月を超

え５月に

達するま

での期間 

５月を超

え６月に

達するま

での期間 

６月を超

え７月に

達するま

での期間 

７月を超

え８月に

達するま

での期間 

８月を超

え９月に

達するま

での期間 

９月を超

え10月に

達するま

での期間 

10月を超

え11月に

達するま

での期間 

11月を超

え12月に

達するま

での期間 

１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数 

５日 ２日 ３日 ５日 ７日 ８日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日 

４日 １日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日 

３日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

２日 １日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 

 
別表第２（第２０条関係） 

在職期間 
１月に達

するまで

の期間 

１月を超

え２月に

達するま

での期間 

２月を超

え３月に

達するま

での期間 

３月を超

え４月に

達するま

での期間 

４月を超

え５月に

達するま

での期間 

５月を超

え６月に

達するま

での期間 

６月を超

え７月に

達するま

での期間 

７月を超

え８月に

達するま

での期間 

８月を超

え９月に

達するま

での期間 

９月を超

え10月に

達するま

での期間 

10月を超

え11月に

達するま

での期間 

11月を超

え12月に

達するま

での期間 

１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間 

30時 間 を

超 え 31時
間以下 

１日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日 

29時 間 を

超 え 30時
間以下 

１日 ３日 ４日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 12日 13日 14日 15日 

28時 間 を
超 え 29時
間以下 

１日 ２日 ４日 ５日 ６日 ７日 ９日 10日 11日 12日 14日 15日 

27時 間 を
超 え 28時
間以下 

１日 ２日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 10日 11日 12日 13日 14日 

26時 間 を
超 え 27時

間以下 

１日 ２日 ３日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 14日 

25時 間 を
超 え 26時

間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 

24時 間 を

超 え 25時
間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 

23時 間 を

超 え 24時
間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

22時 間 を
超 え 23時
間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

21時 間 を
超 え 22時
間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 10日 11日 

20時 間 を
超 え 21時

間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 

19時 間 を
超 え 20時

間以下 

１日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 10日 

18時 間 を

超 え 19時
間以下 

１日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 ９日 10日 

17時 間 を

超 え 18時
間以下 

１日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 

16時 間 を
超 え 17時
間以下 

１日 １日 ２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 ９日 

15時間30分
以上16時間
以下 

１日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 ８日 ８日 



教職員再雇用規程 

１５８ 

別表第３（第２５条関係） 
職務の級 

俸給表 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 

一般職俸給表

（一） 
192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 448,000 528,700 

一般職俸給表

（二） 
197,900 209,000 227,500 248,600 279,800 － － － － － 

教育職俸給表

（一） 
240,100 288,000 299,000 321,200 406,100 541,500 － － － － 

教育職俸給表

（二） 
238,500 279,100 336,600 421,900 － － － － － － 

教育職俸給表

（三） 
229,700 276,000 330,000 411,900 － － － － － － 

医療職俸給表

（一） 
193,000 219,600 248,100 261,700 287,300 328,400 371,000 433,400 － － 

医療職俸給表

（二） 
239,700 260,200 267,500 277,900 294,300 331,900 376,600 － － － 

 
別表第４（第２７条関係） 

職務の級 

俸給表 
１級 ２級 ３級 ４級 

教育職俸給表

（三） 
８，０００ ９，７００ １２，８００ １６，３００ 

教育職俸給表

（二） 
８，０００ ９，７００ １２，８００ １６，３００ 

 

 
 
 


